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　 　 　 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 　 　 【 請 求 項 １ 】 　 材 料 の 支 持 が 、 熱 処 理 炉 の 開 口 に 近 接 し て 該 炉 の 外 部 に 設 置 さ れ
た 支 持 要 素 に よ り 行 な わ れ 、 該 支 持 要 素 の 相 対 位 置 が 支 持 装 置 の 駆 動 機 構 に よ り 調 整 可 能
な よ う に 可 動 的 に 設 置 さ れ た 少 な く と も 二 つ の 支 持 要 素 を 含 む 、 連 続 的 に 運 転 さ れ る 前 記
熱 処 理 炉 内 で 処 理 さ れ る 前 記 材 料 の 支 持 装 置 に お い て 、 少 な く と も 一 つ の ガ ス 制 御 要
、 前 記 支 持 要 支 持 に 使 用 さ れ る ハ ウ ジ ン グ 要 対 し て 設 置 さ れ て お り 、 該 ガ ス 制 御
要 素 は 、 前 記 材 処 理 に 使 用 さ れ る ガ ス が 前 記 支 持 要 該 制 御 要 の 間 を 流 れ る こ
と を 可 能 に し 、 該 制 御 要 同 時 に 前 記 熱 処 理 シ ー リ ン グ の 一 部 を 構 成 し て い る こ と
を 特 徴 と す る 支 持 装 置 。
　 　 　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 請 求 項 １ に 記 載 の 支 持 装 置 に お い て 、 前 記 制 御 要 二 つ の シ ー
リ ン グ 要 間 に 設 置 さ れ 、 こ れ に よ り 、 前 記 支 持 さ れ る 材 流 れ の 方 向 と 実 質 的 に 平
行 に 、 か つ 該 支 持 さ れ る 材 料 の 下 方 で 、 前 記 支 持 要 前 記 制 御 要 の 間 を 流 れ る よ う
に ガ ス を 方 向 付 け る こ と を 前 記 シ ー リ ン グ 要 可 能 に す る こ と を 特 徴 と す る 支 持 装 置 。
　 　 　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 支 持 装 置 に お い て 、 前 記 制 御 要 に
、 中 間 支 持 要 設 置 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 支 持 装 置 。
　 　 　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 請 求 項 １ 、 ２ ま た は ３ に 記 載 の 支 持 装 置 に お い て 、 前 記 制 御 要

前 記 シ ー リ ン グ 要 の 間 に 、 前 記 中 間 支 持 要 設 置 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 支
持 装 置 。
　 　 　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 請 求 項 １ か ら ４ ま で の い ず れ か に 記 載 の 支 持 装 置 に お い て 、 前 記
制 御 要 表 部 分 と 前 記 支 持 要 表 部 分 が 同 一 の 円 周 の 一 部 を 形 成 す る こ
と を 特 徴 と す る 支 持 装 置 。
　 　 　 　 【 請 求 項 ６ 】 　 請 求 項 １ か ら ５ ま で の い ず れ か に 記 載 の 支 持 装 置 に お い て 、 前 記
制 御 要 実 質 的 に そ の 表 面 全 体 が 曲 形 状 に さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 支 持 装 置 。
　 　 　 　 【 請 求 項 ７ 】 　 請 求 項 １ か ら ６ ま で の い ず れ か に 記 載 の 支 持 装 置 に お い て 、 該 支
持 装 置 の 前 記 支 持 要 流 通 形 冷 却 剤 循 環 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 支 持 装 置 。
　 　 　 　 【 請 求 項 ８ 】 　 請 求 項 １ か ら ７ ま で の い ず れ か に 記 載 の 支 持 装 置 に お い て 、 該 支
持 装 置 の 前 記 制 御 要 流 通 形 冷 却 剤 循 環 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 支 持 装 置 。
　 　 　 　 【 請 求 項 ９ 】 　 請 求 項 １ か ら ８ ま で の い ず れ か に 記 載 の 支 持 装 置 に お い て 、 該 支
持 装 置 の 前 記 シ ー リ ン グ 要 流 通 形 冷 却 剤 循 環 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 支 持 装
置 。
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